
当社はシフト勤務制としています。全ての従業員に対し、年間 時間分の賃金補償を行った上で
月 日から 月 日まで休業しましたが、この間の勤務計画を作成しておらず、勤務計画時間はゼロと
なっています。この場合、常用雇用労働者はどのように計上するのでしょうか。

賃金補償が行われていても、年間の勤務計画時間数（＝所定労働時間数）がゼロとなっている場合は常用雇
用労働者に該当しません。具体的には以下のとおりです。

④ 通年で勤務計画時間がない場合（通年在籍）

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計

月 毎 の 所 定 労 働 時 間

月 毎 の 実 労 働 時 間

時間分の賃金補償を行っていても、勤務計画時間数がない（＝所定労働時間数ゼロ）場合は常用雇用労働者に該当しません。この場合、報告
書（Ⅱ）の月毎の実労働時間数の（計）欄に「 」と記載があっても、審査によって常用雇用労働者及び雇用障害者から除外します。
なお、 時間分の勤務計画を作成し、賃金補償を行った場合は上記 のとおり、所定労働時間数 時間、実労働時間数 時間とな
り、「短時間労働者」に該当することとなります。

勤務計画表については、納付金等の申告申請の際に提出する必要はありますか。

勤務計画表は納付金等の申告申請の際に提出する必要はありません。ただし、内容に疑義がある場合は各都
道府県申告申請窓口担当者から照会させていただくことがあります。また、障害者雇用納付金関係業務調査の
際に確認させていただく場合があります。

ニ その他

支給金を申請し、申請期限を経過した後に、障害者手帳が有効期限切れとなっている者が見つかりまし
た。それと同時に別の障害者が見つかった場合、プラスマイナスゼロで支給金の申請額は元のままとなり
ますか。

支給金を申請する場合、申請期限経過後に障害者を新たに計上することはできません。ご質問のケースは申
請期限経過後に障害者を追加することに該当します。この場合、障害者手帳の有効期限切れとなった障害者を
減じ、調整金の額を減額した内容に修正した申告申請書等を作成し、ご提出ください。

調整金を申請する予定でしたが申請期限を経過してしまいました。この場合どのような手続きが必要で
しょうか。

支給金は、申告期限を過ぎた申請に対しては支給できません。申請期限後であっても、 人超事業主は
法律上の義務である納付金等の申告申請は行わなければなりません。申告申請書を作成し、ご提出ください。

調整金の申請を辞退しましたが、辞退の撤回は可能でしょうか。

申請期限内であれば辞退の撤回は可能です。調整金の金額が入った申告申請書を申請期限内に再提出してく
ださい。

なお、申請期限経過後は辞退の撤回はできませんので、申告申請書の申請額欄に適正な金額が記載されてい
るか、十分ご確認の上ご提出願います。

※ 納付金関係事務担当者の交替の際、障害者の雇用管理や関係書類の引継ぎが十分ではないため

に追加納付などが生じることがありますのでご注意ください。

※ その他、単純な集計誤りや転記誤りにご注意ください。
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新型コロナウイルス感染症に関する
月毎の実労働時間に含めるもの・含めないものについては、記入説明書 ～ に記載しています。併せてご確認
ください。

新型コロナウイルス感染症に感染した障害者が休業し、賃金も休業手当も払っていない場合、所定及び実
労働時間にどのように計上したらいいですか。

新型コロナウイルスに感染した労働者には、感染症法に基づき、都道府県知事から就業制限や入院の勧告等
が行われていました。なお、新型コロナウイルスに感染した障害者の休業期間については、賃金又は傷病手当

金、休業手当等の支給の有無を問わず、所定及び実労働時間に計上してください。休業期間のうち、休日を

除く日数（時間）を含めます。

新型コロナウイルス感染症に感染した方の濃厚接触者となった障害者を休業させ、賃金も休業手当も払っ
ていない場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。

保健所から濃厚接触者と言われた方は、上記 と同じ取扱いとします（濃厚接触者であることの判断を
行うのは保健所ですが、保健所業務のひっ迫等により、自治体の定める基準に基づき濃厚接触者とされた方も、
濃厚接触者に含みます。）。

そうではない場合、賃金も休業手当も払っていないのであれば実労働時間には含めることはできません。
例えば、接触確認アプリで陽性者との接触通知があったことのみを理由として障害者を休業させ、賃金又は

休業手当等を支給していない場合は、実労働時間には含めることはできません。

障害者が感染を恐れて自主的に休みました。そのような休暇制度はなく、賃金も休業手当も払っていない
場合、実労働時間にどのように計上したらいいですか。

記入説明書 ～ の実労働時間に《含めるもの》に該当する休暇制度を取得していない場合は、記入説
明書 の《含めないもの》の「傷病欠勤以外の欠勤」の取扱いのとおりとなります。

労働者が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受給しました。この対象期間は、実労
働時間に計上していいですか（地方自治体が実施した同内容の支援金を含む。）。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止
を理由に事業主から命じられて当該労働者が休業したにもかかわらず賃金又は休業手当の支払いがない場合に
支給される支援金・給付金です。事業主が賃金又は休業手当を支給していない休業期間については、実労働時
間に含めることはできません。

自治体からの要請に基づき休業し、協力金（東京都感染拡大防止協力金、大阪府の営業時間短縮協力金
等）を受給しました。この対象期間について、障害者の実労働時間に計上していいですか。

協力金は労働者への賃金や休業手当等の支払を前提とした制度ではないため、協力金を受給したかどうかは、
実労働時間に含めるか含めないかに影響しません。

休業中に雇用障害者に対して賃金の全額又は休業手当や労使協定に基づき賃金の一部を支払った期間につ
いては、実労働時間として計上することができます。

コロナ禍により休業していた期間について、賃金補償として給与の 割を支払っていました。雇用調整助
成金の支給は受けていません。この期間については実労働時間にどのように計上したらいいですか。

雇用調整助成金の支給の有無に関わらず、休業中に雇用障害者に対して賃金の全額又は休業手当や労使
協定に基づき賃金の一部を支払った期間については、実労働時間に計上します。休業した理由がコロナ禍に
よるものではない場合も同様です。

なお、 日の実労働時間の一部を休業した場合、その休業した時間に対する賃金補償等が行われていれば実
労働時間に含めて差し支えありません。（例） 日 時間の労働時間のうち、 時間就労させて 時間休業とし
た場合。 時間分の賃金及び 時間の休業時間に対する賃金補償等があれば 時間を実労働時間として計上し
ます。 時間分の賃金のみ支払われている場合は、実労働時間は 時間となります。

緊急事態宣言の発令後、勤務時間を短縮していました。この場合、短時間労働者となるのですか。

雇用障害者を除く常用雇用労働者については、所定労働時間をもって雇用区分を判断するため、就業規則や
雇用契約書等により、その方が通常の週に勤務すべきこととされている時間で判断できます。

雇用障害者については、所定労働時間と実労働時間との相違等を確認し判断します。詳しくは記入説明書
以降をご確認ください。

コロナ禍のため、雇用契約の変更は行わず、労使協定により労使合意のもと一定期間所定労働時間を短縮
することとしました。この場合、週所定労働時間は、短縮後の時間となりますか。

労使協定により短縮した後の時間を週所定労働時間としてください。
「週所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その方が通常の週に勤務すべきこととされてい

る時間をいい、労使協定により勤務すべきこととされた時間もこれに含みます。
ただし、対象となる労使協定は「所定労働時間の短縮」に関する労使協定に限ります。「休業（短時間休業

を含む）」に関する労使協定は、所定労働時間の短縮に関する労使協定に該当しません。なお、「休業（短時
間休業）」に関する取扱いは上記 をご確認ください。
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